
意 １ 

意見書案  第 号 

 

児童養護施設を退所した者への支援の充実を求める意見書 

 

児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護

を要する児童を入所させ、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学

習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育し、児童の心身の成長を支援する機

能を持っている。あわせて、退所した者に対する相談、その他の自立のための

援助を行うことを目的としている。 

令和２年３月末現在、全国で児童養護施設は 612 ヵ所、現員は 24,539 人

で、年度中の入所人員は 4,965 人となっている。 

児童養護施設へ入所した児童の在所期間は、原則として 18 歳までで、大学

等に在学中の場合は満 22 歳になる年度の末日まで在所期間を延長することが

できるが、一定の年齢に達すれば施設を退所し、自立することが求められてい

る。 

しかし、住居の確保においては保証人がなく契約できなかったり、体力的・

精神的な理由で離職してしまった場合に頼れる人がなく、生活困難に陥るケー

スがある。 

特に、今般の新型コロナウイルス感染症まん延により経済が疲弊する中で、

児童養護施設退所者は厳しい状況に置かれており、喫緊の対応が必要である。 

よって、国におかれては、児童養護施設退所後の就職が円滑に進むよう、下

記事項に取り組むことを強く要望する。 

記 

１ 児童養護施設を退所した者が早急に社会に定着できるよう、就職や公営住

宅の優先利用など住居の確保のための支援の充実を図ること。これらの若者

がどんな問題でも相談できるアフターケア事業を行うこと。 

２ 児童養護施設を退所した者を雇用する民間企業への支援の施策を講ずるこ

と。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

  



意 １ 

令和３年 10 月 日 

 

衆議院議長  

様 

参議院議長  

内閣総理大臣  

内閣官房長官  

総務大臣  

財務大臣  

厚生労働大臣  

 

               兵庫県議会議長  藤 本 百 男 

  

 



意 ２ 

意見書案  第 号 

 

シルバー人材センターの安定的な事業運営のために適格

請求書等保存方式導入にかかる適切な措置を求める意見

書 

 

我が国の高齢化率は、先進諸国と比較し最も高い水準となっており、内閣府

の令和３年版高齢社会白書によると、高齢化率は上昇を続けており、令和２年

10 月１日現在で、28.8％に達している。 

シルバー人材センター（以下「センター」という。）では、高齢者の多様な

ニーズに対応した就業機会を提供するとともに、高齢者の生きがいの充実や社

会参加の促進による地域社会の活性化を図る役割を担っている。 

現在、センターでは、請負額にかかる消費税からセンターの会員に支払った

配分金にかかる消費税を差し引いて納付している。しかし、令和５年 10 月に

導入が予定されている適格請求書等保存方式（インボイス制度）により、会員

が適格請求書発行事業者として登録しなければならず、消費税の申告事務が生

じるなど、会員への負担が大きくなることが懸念されている。 

また、会員が適格請求書発行事業者として登録しなかった場合には、センタ

ーは仕入れ税額控除を受けることができず、税負担が増大することとなる。 

こうしたことから、インボイス制度の導入により、センターや会員に大きな

負担が生じ、会員の減少や、センター事業に及ぼす影響が極めて大きくなるこ

とが想定される。 

よって、国におかれては、センターには特例により適用しないなど、センタ

ーの安定的な事業運営が可能となるよう、インボイス制度の導入にあたり適切

な措置をとるよう強く要望する。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

  



意 ２ 

令和３年 10 月 日 

 

衆議院議長  

様 

参議院議長  

内閣総理大臣  

内閣官房長官  

総務大臣  

財務大臣  

厚生労働大臣  

経済産業大臣   

 

               兵庫県議会議長  藤 本 百 男 

  

 

 



意 ３ 

意見書案  第 号 

 

会計年度任用職員制度の改善を求める意見書 

 

2020 年４月１日、新たな非常勤職員制度である会計年度任用職員制度が施

行され、期末手当の支給を含めた処遇改善のため、2020 年度予算においては

約 1,738 億円が措置された。2021 年度は制度の平年度化に伴う期末手当の支

給月数の増額等のため、地方財政措置として 664 億円が増額された。 

しかし、一部自治体では、期末手当を支給する一方で、給料や報酬をその分

減額する措置を検討しているという話も出ている。勤務時間をわずかに短縮

し、退職金の対象にならないパートタイムで雇うなど、フルタイムから短時間

への切り換えの動きもある。 

コロナ禍において、臨時・非常勤をはじめとする自治体職員が国民・住民の

期待に応え、より質の高い公務・公共サービスを確実に提供していくために

は、職員の雇用の安定と賃金・労働条件の改善・確保が不可欠である。制度が

平年度化したとは言え、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の

趣旨に沿って更なる処遇改善を図るため、引き続き、きめ細かく実態を把握

し、制度を運用していくことが求められている。 

会計年度任用職員については、勤勉手当の不支給及び病気休暇の無給といっ

た課題があり、正規・非正規の待遇格差の是正に向けて制度改善の取組を進め

る必要がある。 

よって、国におかれては、賃金・労働条件等の調査を定期的に行い、会計年

度任用職員の実態を把握するとともに、制度の改善を図られるよう強く要望す

る。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

  



意 ３ 

令和３年 10 月 日 

 

衆議院議長  

様 

参議院議長  

内閣総理大臣  

内閣官房長官  

総務大臣  

財務大臣  

厚生労働大臣  

 

               兵庫県議会議長  藤 本 百 男 

  

 

 



意 ４ 

 

意見書案  第 号 

  

沖縄の戦没者遺骨収集を迅速に進めることを求める意見書 

 
 沖縄戦では一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、多くの尊い命が失

われた。糸満市摩文仁の平和記念公園内にある「平和の礎」には、国籍や軍民

の区別なく沖縄戦などで亡くなられた 24 万 1,632 名の氏名が刻銘されている

が、その内の 3,202 名は兵庫県出身者であり、その数は全都道府県の中で４番

目に多い。これは、明治時代より神戸港が沖縄県民の受入に重要な役割を果た

してきたためで、現在も本県には沖縄県出身者が数多く生活し、本県と沖縄県

との歴史的な繋がりは深い。 

中でも、糸満市摩文仁を中心に広がる南部地域は、1972年の本土復帰に伴い、

戦争の悲惨さや命の尊さを認識し戦没者の霊を慰めるために、自然公園法に基

づき沖縄戦跡国定公園に指定された。同地域では、沖縄戦で犠牲となった将兵

や住民の遺骨が残されており、戦後 76 年が経過した現在も、遺族やボランテ

ィアによる戦没者の遺骨収集が行われている。沖縄戦当時に沖縄県知事を務め、

沖縄戦の最中に行方不明になった本県出身の島田叡氏をはじめ、多くの兵庫県

民や関係者の遺骨が同地域に眠ると言われている。 

さきの大戦で犠牲になった多くの戦没者の尊厳や遺族、関係者の思いを考慮

すれば、遺骨の収集が最優先されなければならない。このことは、令和４年に

は沖縄友愛提携 50 周年を迎える兵庫県としても、本県にゆかりのある沖縄戦

没者の遺族や関係者の心情からも当然のことである。 

よって、国におかれては、沖縄戦没者、遺族、関係者の思いを尊重し、戦没

者の遺骨収集の推進に関する法律に基づき、沖縄での戦没者遺骨収集を迅速に

実施するよう強く要望する。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

 

  



意 ４ 

 

令和３年 10 月 日 

 

衆議院議長  

 

 

様 

参議院議長  

内閣総理大臣  

内閣官房長官  

総務大臣  

財務大臣  

厚生労働大臣  

内閣府特命担当大臣 

（沖縄及び北方対策） 
  

 

               兵庫県議会議長  藤 本 百 男 

  

 

 



意 ５ 

意見書案  第 号 

 

不妊治療への経済的負担軽減と不妊治療休暇制度の導入

を支援する取組の強化を求める意見書 

 

不妊治療については、令和４年度当初からの保険適用の実施に向け、対象と

する治療や検査等の拡大範囲の検討が進められている。子供を持ちたいと願う

人の希望をかなえていく上で、経済的負担の軽減が図られるところであるが、

一方で、現在の不妊治療に対する助成制度との兼ね合いで、保険適用になった

場合に、負担増になる場合があることが懸念されている。また、費用負担と同

時に課題となるのが、不妊治療と仕事の両立である。 

国におかれては、国家公務員の不妊治療休暇制度が創設されることとなって

おり、これを契機に、民間事業者等でも広く制度が導入され、不妊治療と仕事

の両立が実現することが望まれる。 

よって、下記事項に取り組まれるよう強く要望する。 

記 

１ 検討されている令和４年度当初からの保険適用については、全面的に行わ

れることと併せて、現在の助成制度との兼ね合いで、患者の負担増にならな

いよう助成制度の継続なども含めた対応を行うこと。 

２ 専門家による制度導入の手順や必要な手続きについての助言、先進企業に

おける制度導入までのプロセスの紹介等、気軽に問合せができる相談体制を

充実すること。 

３ 離職防止による企業メリットや少子化対策の観点からも、不妊治療を受け

ながら働き続けられる職場づくりについて、事業者や従業員の理解を促進す

るよう一層の広報啓発活動に取り組むこと。特に、男性不妊については、更

なる理解促進が図られるよう対策を強化すること。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

  



意 ５ 

令和３年 10 月 日 

 

衆議院議長  

 

 

様 

参議院議長  

内閣総理大臣  

内閣官房長官  

総務大臣  

財務大臣  

厚生労働大臣  

内閣府特命担当大臣 

（少子化対策） 
  

 

               兵庫県議会議長  藤 本 百 男 

  

 

 



意６・７統合案 

意見書案  第 号 

 

新型コロナウイルスワクチン接種の推進に関する意見書 

 

感染力の強いデルタ株のまん延で、大幅な感染者数となった第５波の中にお

いては、ワクチン接種を終えた高齢者の感染や重症化を抑えるなど、ワクチン

接種の効果がみられた。引き続き、64 歳以下の接種を着実に進めていかなけ

ればならない。 

とりわけ重要なのは、若い世代の接種率を向上させることである。今や新規

感染者の約７割を 30 代以下が占めており、若者から同居家族への家庭内感染

が増えていると指摘されている。若者へのワクチン接種を促進する体制の構築

が必要であるが、ワクチン接種を希望しない人の割合が、若い世代ほど高いこ

とに目を向ける必要がある。 

過去の予防接種でアレルギーが出たといった健康上の問題により希望しない

方もおり、やむを得ない場合もあるが、ＳＮＳを中心に出回っている科学的根

拠のないワクチン接種にかかるデマなどを信じてワクチン接種を希望しない方

がいる。 

正確な情報を伝え、その誤解を解くことが、今後の感染対策を進める上でも

非常に重要となることから、ホームページなどの情報発信だけでなく、正確な

情報が伝わるように啓発活動を強化する必要がある。 

よって、国におかれては、感染者数の大宗を占める若い世代に対しても、発

症や重症化を予防する効果が期待される新型コロナウイルスワクチン接種を進

めていくため、下記事項に取り組むよう強く要望する。 

記 

１ 若い世代に訴えかける手法として有効なＳＮＳを活用して、接種の意義、

有効性及び副反応に関する正確な情報発信を継続的に行うこと。 

２ 児童生徒及びその保護者や学校現場、大学、職場等でワクチン接種の効果

と副反応について説明会を開催及びその支援を行うなど、啓発活動を強化す

ること。 

３ 地方自治体が実施するワクチン接種にかかる啓発活動等への支援を行うこ

と。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

  



意６・７統合案 

令和３年 10 月 日 

 

衆議院議長  

 

 

様 

参議院議長  

内閣総理大臣  

内閣官房長官  

総務大臣  

財務大臣  

厚生労働大臣  

新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣   

ワクチン接種推進担当大臣   

 

               兵庫県議会議長  藤 本 百 男 

  

 

 



意 ８ 

意見書案  第 号 

 

出産育児一時金の増額を求める意見書 

 

厚生労働省によると 2019 年度の出産費用が正常分娩の場合、全国平均額は

約 46 万円で、室料差額等を含む費用の全国平均額は約 52 万 4,000 円となって

いる。出産にかかる費用は年々増加し、費用が高い都市部では現在の 42 万円

の出産育児一時金の支給額では賄えない状況になっており、平均額が約 62 万

円と最も高い東京都では、現状、出産する人が約 20 万円を持ち出している計

算となる。 

国は、2009 年 10 月から出産育児一時金を原則 42 万円に増額し、2011 年度

にそれを恒久化、2015 年度には一時金に含まれる産科医療補償制度掛金分３

万円を 1.6 万円に引下げ、本来分 39 万円を 40.4 万円に引き上げた。2022 年 1

月以降の分娩から産科医療補償制度掛金を 1.2 万円に引下げ、本人の受取額を

4,000 円増やすとともに、医療機関から費用の詳しいデータを収集し実態を把

握した上で、増額に向けて検討することとしている。 

一方、令和元年の出生数は約 86.5 万人で、前年に比べ約 5.3 万人減少し過

去最少となった。少子化克服に向け、安心して子供を産み育てられる環境を整

えるためには、子供の成長に応じた、きめ細かな支援を重ねていくことが重要

であり、一時金はその大事な一手であると考えられる。 

少子化対策は、わが国の重要課題であり、子育てのスタート期に当たる出産

時の経済的な支援策を強化することは欠かせない。 

よって、国におかれては、現在の負担に見合う形に出産育児一時金を引き上

げるよう強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

  



意 ８ 

令和３年 10 月 日 

 

衆議院議長  

 

 

様 

参議院議長  

内閣総理大臣  

内閣官房長官  

総務大臣  

財務大臣  

厚生労働大臣  

内閣府特命担当大臣 

（少子化対策） 
  

 

               兵庫県議会議長  藤 本 百 男 

  

 



意 10 

意見書案  第 号 

 

学校給食の無償化を求める意見書 

 

学校給食法第２条に定める学校給食の目標の達成に向け、学校では給食を通

じた食育が行われてきた。その意義は大きく、教科学習とともに学校教育の大

きな柱となっている。 

義務教育は、これを無償とすると定めた日本国憲法第 26 条第２項や教育基

本法第４条第２項により、授業料を徴収しないこととされている。当初は自己

負担が求められていた教科書についても、教科書無償措置法等により無償化さ

れた。食育という教育を行うのに必要不可欠である学校給食費についても、義

務教育段階においては教科書と同様に無償化することが必要である。 

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、経済的に苦しい状況にある保

護者も多い。現在こそ無償化が切に求められる状況である。兵庫県下におい

て、中学校では明石市、相生市、たつの市で、小学校では相生市のみで給食無

償化が行われているが、自治体のみの財政措置では厳しいことが伺える。就学

援助制度による対応とは異なり、全面無償化は、教員による給食費の徴収、管

理が不要となり、現金管理を学校で行う必要がなくなる効果もある。 

平成 29 年度「学校給食費の無償化等の実施状況」及び「完全給食の実施状

況」の調査結果によると、1740 自治体のうち何らかの形で無償化や一部補助

を実施しているのは、506 自治体であり、そのうち小学校と中学校ともに無償

化しているのは 76 自治体に留まる。コロナ禍により自治体の財政余力は乏し

く、無償化の実施が困難な自治体も多い。 

よって、国におかれては、地方自治体への支援も含め、学校給食無償化を迅

速に実施するよう強く要望する。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

  



意 10 

令和３年 10 月 日 

 

衆議院議長  

様 

参議院議長  

内閣総理大臣  

内閣官房長官  

総務大臣  

財務大臣  

文部科学大臣  

 

               兵庫県議会議長  藤 本 百 男 

  

 

 



意 11 

意見書案  第 号 

 

都道府県に求められている臨時医療施設設置への支援を求める意見書 

 

新型コロナウイルス感染症第５波では、各地で医療崩壊が起こり危機的状況

となった。陽性と診断され、入院が必要とされているのに入院することができ

ず、宿泊療養施設や自宅での療養を余儀なくされ、適切な医療を受けることが

できないで急激に症状が悪化したことにより、重症化・死亡する例が全国各地

で相次いだ。 

このような状況のもと、８月 25 日厚生労働省は「臨時の医療施設の開設に

ついてその活用を十分に考慮すること」とした事務連絡を都道府県、保健所設

置市、特別区あてに通知し、政府分科会会長尾身茂氏や、医師会も臨時医療施

設設置を求めている。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法には、感染症がまん延することによ

り、医療の提供に支障が生じる場合、都道府県が臨時に開設する医療施設にお

いて医療を提供しなければならないとされている。しかし、９月４日付共同通

信の調査では 47 都道府県と 20 政令市のうち、わずか 25 自治体しか「開設ま

たは開設予定」としていない。受け皿整備に当たっての課題として、「医師・

看護師などの医療人材確保」、「適切な場所の選定・確保」が挙げられてい

る。 

９月 15 日衆議院厚生労働委員会では、第５波の陽性者数が全国的に下降傾

向になった中でも第６波に備え医療提供体制拡充を求める声が相次いだ。感染

第６波に備え医療提供体制強化を行うことが必要である。 

よって、国におかれては、限られた医療資源を最も効率的に活用することを

考慮して、医師看護師などの医療人材を確保することを含め、都道府県が実施

する臨時の医療施設設置への支援を行うことを強く要望する。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

  



意 11 

令和３年 10 月 日 

 

衆議院議長  

 

様 

参議院議長  

内閣総理大臣  

内閣官房長官  

総務大臣  

財務大臣  

厚生労働大臣  

新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣   

 

               兵庫県議会議長  藤 本 百 男 

  

 

 

 



意 12 

意見書案  第 号 

 

小中学校での少人数学級を推進し、さらに教育環境の充実を求める意見書 

 

少人数学級の実現は、教育現場からの、また、多くの国民からの長きにわた

る強い要望の一つである。今般のコロナ禍のもとで、少人数学級の必要性が改

めて浮き彫りになり、子供たちに手厚い教育を、感染症に強い学校をと、今ま

でにない多くの人々が声を上げた。また、全国知事会をはじめとする地方自治

体、数百の地方議会、校長会や教育委員会等の全国団体も少人数学級を求め

た。 

その声に押され、昨年度末、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数

の標準に関する法律の一部を改正する法律が全会一致で可決、成立し、小学校

の学級編制の標準を 2021 年度から５年間かけて 40 人から 35 人に引き下げる

年次計画が決まった。計画的に一律に引き下げるのは昭和 55 年以来、約 40 年

ぶりのことである。 

さらに、３月 30 日の参議院文教科学委員会で萩生田光一文部科学大臣が、

今後の更なる取組の展望として、「（35 人学級の）成果を中学校、高校へと

つなげていくことが必要」と表明し、今年６月に発表された骨太方針 2021 で

は、中学校への 35 人学級導入の検討が盛り込まれた。 

一方で、今回の 35 人学級の実現に当たっては、教員の加配定数の一部を基

礎定数に振り替えることになっており、現に 2022 年度の文部科学省の概算要

求では、3,290 人の教職員定数の改善のうち、加配定数の一部振り替えが含ま

れる。加配定数が削られることで、教員総数は十分には増えず、これまでの学

校独自の取組ができなくなる可能性が危惧されている。 

よって、国におかれては、今回の定数改善に伴い、確実に教育環境の改善が

図られるよう、下記事項に取り組むことを強く要望する。 

記 

１ きめ細かな指導体制を維持するため、加配定数を基礎定数に振り替えるこ

となく、教職員定数の拡充をはかること。 

２ 35 人学級の年次計画を前倒しで早期に実現すること。 

３ 中学校での 35 人以下学級を早急に検討、実施すること。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

  



意 12 

令和３年 10 月 日 

 

衆議院議長  

様 

参議院議長  

内閣総理大臣  

内閣官房長官  

総務大臣  

財務大臣  

文部科学大臣  

 

               兵庫県議会議長  藤 本 百 男 

  

 


